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支所長 小寺 昭直

農林水産課

主任 岩根 亮平



（開会時刻 午後３時）

司 会 定刻になりましたので、ただいまより令和２年第１０回

総会を開会いたします。

はじめに、斎藤会長より挨拶を申し述べます。

会 長 （あいさつ）

司 会 次に、次第３「議長選出」ですが、五所川原市農業委員

会総会規則第５条により「会長は、会議の議長となり議事

を整理する」と規定されておりますので、会長に議長をお

願いします。

斎藤会長、よろしくお願いします。

会 長 （議長席へ）

議 長 それでは、暫時の間、議長を務めますので、議事進行に

つきましてご協力をお願い致します。

本委員会の在籍委員数は２０名であります。本日の出席

委員数は１７名であり、定足数に達しており会議が成立い

たしました。

まず、次第４「議事録署名者の指名及び書記の任命」

を行います。

五所川原市農業委員会会議規則第２６条に規定する署

名者の指名ですが、私から指名させていただくことにご

異議ありませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 異議なしの声がありましたので、私から指名させてい

ただきます。



議事録署名者には、１６番 岩谷委員、１７番 原田

委員のご両名を指名いたします。

また、書記には田附農政係長を任命いたします。

なお、参与として、浅利事務局長、川口次長、斎藤農

地係長、秋村金木支所長、小寺市浦支所長、農林水産課

岩根主任にお願いいたします。

次に、次第５「業務報告」を参与から報告していいただ

きます。

参 与 （報告）

令和２年８月２５日午前９時３０分から市役所２階会

議室においてあっせん委員会を太田勝彦推進委員と事務

局で行いました。

あおもり農林業支援センター事業１件を適正に処理し

たことを報告いたします。

また、令和２年８月２５日午後１時３０分から平山洋

志委員、岩谷博委員、桑田孝子推進委員で五所川原地区

の登記官照会１件の現地調査を行いました。

令和２年９月４日午後１時３０分から平山洋志委員、

桑田孝子推進委員で五所川原地区の５条転用２件の現地

調査を行いました。

議 長 ご報告ありがとうございます。

それでは、本日の議案に入らせていただきます。

議案第５３号「農地法第３条１項の規定に基づく農業委

員会の許可について」を議題といたします。

参与より説明をお願いします。

参 与 （議案説明）

１ページをご覧ください。

議案第５３号「農地法第３条第１項の規定に基づく農業



委員会の許可について」であります。

農地法施行令第１条の規定により別紙のとおり許可申

請書の提出があったので審議を求めるものであります。

申請件数は、有償所有権移転４件、無償所有権移転４件

です。

２ページをご覧ください。

１番 大字原子字山元、畑１筆、５４６㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

総額１００，０００円の有償移転です。

２番 大字原子字色吉、田１筆、１０３㎡、

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

総額１０，０００円の有償移転です。

３番 大字戸沢字玉清水、畑１筆、３，２８５㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

総額２５０，０００円の有償移転です。

４番 十三土佐、田３筆、合計５，６４４㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

総額１，０００，０００円の有償移転です。

５番 大字長富字鎧石ほか、畑２筆、田２筆、合計５，７６

５㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

贈与による無償移転です。

６番 大字長富字中道より南、田１筆、２，６０３㎡

譲渡人、譲渡人は記載のとおりです。

贈与による無償移転です。



７番 大字高野字広野、畑４筆、合計６，１４９㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

贈与による無償移転です。

８番 金木町喜良市坂本ほか、畑１筆、田１筆、合計３，３

２１㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

贈与による無償移転です。

以上、皆様のお手元にお配りしております調査書のと

おり農地法第３条第２項の不許可要件に該当せずすべて

許可相当であると判断されます。

議 長 議案第５３号についての説明が終わりました。

所有権移転２番以外について審議いたします。

ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、所有権移転２番以外につい

て原案のとおり許可することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、所有権移転２番以外につい

て原案のとおり許可いたします。

続きまして、所有権移転２番について審議いたします。

「農業委員会等の法律第３１条の規定による議事参与の

制限」となりますので、６番 柳原 真委員には退席をお

願いいたします。



６番

柳原委員 （退席）

議 長 ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、所有権移転２番について原

案のとおり許可することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、所有権移転２番について原

案のとおり許可いたします。

６番 柳原委員は着席をお願いいたします。

６番

柳原委員 （着席）

議 長 続きまして、議案第５４号「農地法第５条第１項の規定

に基づく農地転用許可に係る意見について」を議題といた

します。

参与より説明をお願いします。

参 与 ６ページをご覧ください。

議案第５４号「農地法第５条第１項の規定に基づく農地

転用許可に係る意見について」

農地法施行令第１０条第１項の規定により別紙のとお

り許可申請書の提出があったので、県知事に送付するため

意見を求めるものであります。

申請件数は、所有権移転２件です。



７ページをご覧ください。

１番 字新宮町、田１筆、３６３㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

転用理由は一般個人住宅建築です。

申請地は、五所川原市役所から北西から約１．５ｋｍ

に位置し、市街地の区域内または市街地化の傾向が著し

い区域内にある農地で宅地化の状況が都市計画法第８条

第１項第１号に規定する用途地域が定められている第１

種低層住居専用地域にある農地であるため第３種農地で

あると判断されます。

申請人は現在借家住宅に住んでいるが、子どもの成長と

ともに借家住宅では手狭になるため住宅新築を計画し土

地を探した。

学校や現在住んでいる借家住宅に近く、子どもの生活環

境が大きく変化しないと判断し、今回の申請に至った。

北側は道路、東・南側は宅地、西側は農地に面している

が、東・西・南側にＬ型擁壁を設置するため土砂の流出は

ない。

土地利用については、計画図より申請地を有効に利用で

きるものと判断される。

資力・信用についても問題なく遅滞なく事業に供するも

のと思われ、転用にあたり許可相当であると判断されます。

２番 字雛田、田１筆、３，２７９㎡

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。

転用理由は保育園園庭の整備です。

申請地は、五所川原市役所から北東へ約１ｋｍに位置し、

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内に

ある農地で、宅地化の状況が都市計画法第８条第１項第１

号に規定する用途地域が定められている第１種低層住居



専用にある農地であるため第３種農地であると判断され

ます。

申請者は保育園を経営しているが、園庭が手狭の状態で

あり、今後、待機児童を解消するため児童を増やすとなれ

ば不足している駐車場や体験農園等に利用する計画であ

り保育園施設の環境を整える必要があると考え申請に至

った。

土地利用については、計画図より申請地を有効に利用で

きるものと判断される。

資力・信用についても問題なく遅滞なく事業に供するも

のと思われ、転用にあたり許可相当であると判断されます。

申請地の位置については８ページをご覧ください。

議 長 議案第５４号についての説明が終わりました。

ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、議案第５４号について原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、議案第５４号について原案

のとおり可決し、許可相当の意見を付して県知事に送付す

ることに決定いたします。

続きまして、議案第５５号「農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定に係る決定について」を議題といたし

ます。

参与より説明をお願いします。



参 与 ９ページをご覧ください。

議案第５５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定に係る決定について」

五所川原市長から農用地利用集積計画作成のため協議

があったので、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定により農業委員会の決定を求めるものであります。

件数は、利用権設定１３件、所有権移転２件です。

１０ページ番号１番から１６ページ１３番までの利用

権設定１３件については皆様のお手元にお配りしていま

す農業経営基盤強化促進法第１８条の調査書のとおり許

可要件を満たしております。

１７ページ番号１番から１８ページ番号２番までの所

有権移転２件につきましては、すべてあっせん委員会によ

る「あおもり農林業支援センター」（農地中間管理事業）

によるものです。

議 長 議案第５５号についての説明が終わりました。

閲覧時間を５分間とりますので、閲覧をお願いいたしま

す。

委 員 （５分間閲覧）

議 長 それでは時間となりましたので、議案第５５号利用権設

定１２番以外について審議いたします。

ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、議案第５５号利用権設定１

２番以外について原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。



委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、議案第５５号利用権設定１

２番以外について原案のとおり決定いたします。

続きまして、利用権設定１２番について審議いたします。

「農業委員会等の法律第３１条の規定による議事参与の

制限」となりますので、１７番 原田委員には退席をお願

いいたします。

１７番

原田委員 （退席）

議 長 ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、利用権設定１２番につい

て原案のとおり許可することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、利用権設定１２番につい

て原案のとおり決定します。

１７番 原田委員はご着席ください。

１７番

原田委員 （着席）

議 長 続きまして、議案第５６号「農地利用配分計画案に係

る意見について」を議題といたします。



参与から説明をお願いします。

参 与 １９ページをご覧ください。

議案第５６号「農用地利用配分計画案に係る意見につ

いて」

五所川原市長から別紙のとおり農用地利用配分計画

案について協議があったので農業委員会の意見を求め

るものであります。

件数は１４件です。

別紙Ａ３サイズの一枚用紙をご覧ください。

１番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとお

りです。

利用権を設定する農用地は、大字下岩崎字駒返、田

２筆、期間は６年、借り賃は１０ａあたり２０，００

０円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

２番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字飯詰字影日沢、田３

筆、期間は９年、借り賃は１０ａあたり５，０００円

と使用貸借です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

３番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字飯詰字影日沢、田１

０筆、期間は９年、借り賃は１０ａあたり１０，００

０円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。



４番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字毘沙門字熊石ほか、田

４筆、期間は９年、借り賃は１０ａあたり６０kg です。

受け手の記載理由は、経営移譲によるものです。

５番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字千本ほか、田４

筆、期間は５年、借り賃は１０ａあたり２２，５００円

です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

６番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字森内ほか、田５

筆、期間は５年、借り賃は１０ａあたり２０，０００円

です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

７番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字千本ほか、田

５筆、期間は５年、借り賃は１０ａあたり１６，００

０円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

８番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字毘沙門字中熊石、田

４筆、期間は５年、借り賃は１０ａあたり１５，００



０円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

９番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字森内、田７筆、

期間は６年、借り賃は１０ａあたり２７，０００円で

す。

受け手の決定理由は経営移譲によるものです。

１０番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字森内ほか、田９

筆期間は６年、借り賃は１０ａあたり２７，０００円で

す。

受け手の決定理由は経営移譲によるものです。

１１番 利用権設定を受ける者、設定する者は記載のとおりで

す。

利用権を設定する農用地は大字川山字森内ほか田４

筆、期間は６年、借り賃は１０ａあたり２０，０００

円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

１２番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字森内ほか、田

４筆、期間は６年、借り賃は１０ａあたり２５，００

０円です。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。



１３番 利用権の設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農地は大字川山字森内、田１筆、

期間は７年、借り賃は１０ａあたり３４，５００円で

す。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

１４番 利用権を設定を受ける者、設定する者は記載のとおり

です。

利用権を設定する農用地は大字川山字千本、田１筆、

期間は７年、借り賃は１０ａあたり２７，０００円で

す。

受け手の決定理由は、経営移譲によるものです。

以上のことから、配分計画案の利用権を設定する農

地は、農地中間管理機構が借り受けた農地の転貸とな

ります。

受け手の選定については、中間管理事業の推進に関

する法律に基づき、受け手の経営地と貸付地が隣接し

ているまたは貸付地を作業受託していた等のルールに

より市農林水産課が選定しています。

議 長 議案第５６号についての説明が終わりました。

ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、議案第５６号について原

案のとおり決定することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）



議 長 ご異議がないようですので、議案第５６号について原案

のとおり決定いたします。

続きまして、議案第５７号「地目変更登記に係る照会

に対する調査結果について」を議題といたします。

参与より説明をお願いします。

参 与 （議案説明）

２０ページをご覧ください。

議案第５７号「地目変更登記に係る照会に対する調査

結果について」

青森地方法務局五所川原支局登記官より標記照会があ

りました。件数１件、農地の所在は、大字小曲字豊里、

畑１筆、土地の所有者は記載のとおりです。変更後の地

目は宅地であります。調査の結果、非農地であると判断

され、事務局長名で回答したので承認を求めるものです。

議 長 議案第５７号についての説明が終わりました。

ご質問のある方はお願いいたします。

委 員 （なし）

議 長 ご質問がないようですので、議案第５７号について承認

することにご異議ございませんか。

委 員 （異議なし）

議 長 ご異議がないようですので、議案第５７号について原案

のとおり承認いたします。

委 員 （異議なし）



議 長 ご異議がないようですので、議案第５２号について原案

のとおり承認いたします。

以上、議案第５３号から議案第５７号まですべての審議

が終了いたしました。

報告第１９号から第２０号につきましては、後ほどお

目通しをお願いいたします。

以上を持ちまして、本日の会議のすべてを終了いたし

ます。

慎重なご審議ありがとうございました。

（閉会時刻 午後３時４５分）



以上、会議の顛末を記録し、事実に相違ないことを証する

ため署名する。

（斎藤 靖裕）

会 長

（岩谷 博）

１６番委員

（原田 繁福）

１７番委員


